
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 128号 令和 5 年 7 月 21日（金） 

発行 税理士法人 KJグループ 

〒536-0006 

大阪市城東区野江 4丁目 11 番 6 号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等■ 

 

インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る取引について税抜経理方式で経理を

している場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした仮払消費税等の額は、当該

課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて課税所得金額を計算することとされています（国税庁

「消費税法等の施行に伴う法人税（所得税）の取扱いについて 14 の 2」）。控除対象外消費税

額等として取り扱うことはできません。 

 

１ 金額判定への影響 

税抜経理方式を採用している場合において、インボイス制度により控除できない（ないものとさ

れる）仮払消費税等の額は、当該取引の対価の額に含めることになりますが、法人税又は所得税

の課税所得の計算上、例えばその取得価額、取引金額等によって取扱いが異なる次のような項目

については、インボイス制度導入前と導入後で税込金額が同じであったとしても、その取扱いが

異なることも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 居住用賃貸建物に係る仮払消費税等の額 

居住用賃貸建物に係る仮払消費税等の額については、原則として仕入税額控除の対象にはなりま

せん。法人税又は所得税では、居住用賃貸建物に係る仮払消費税等の額のうち仕入税額控除の対

象とならない部分の金額は、資産に係る控除対象外消費税額等として取り扱うこととされていま

す。ただし、取得後一定期間内にその建物を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合や譲渡

した場合（課税売上げが生じた場合）には、その仮払消費税等の額の一部を仕入税額控除の対象

とすることができます。居住用賃貸建物につき、インボイス制度により控除できない（ないもの

とされる）仮払消費税等の額がある場合に仕入税額控除の対象とならないことは同じですが、こ

ちらはその後において仕入税額控除の対象とすることはできません。法人税又は所得税だけでな

く、消費税においても取扱いが異なりますので、控除対象外消費税額等とインボイス制度により

控除できない仮払消費税等の額は明確に区分する必要があります。【居住用賃貸建物を免税事業

者から購入（購入金額に係る消費税額等は 200 万円、仕入税額控除につき 

80％の経過措置あり）】 

 

 

 

 

 

 

 

(出典 税務懇話会) 


